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1

高齢者虐待防止法について

和歌山県長寿社会課
介護サービス指導室

令和元年度

2

高齢者虐待防止法の目的（第1条）
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する
法律」

①「高齢者の尊厳の保持」を大きな理念とする

②「尊厳の保持」を妨げる高齢者虐待の防止が
極めて重要

③そのための必要な措置を定める

高齢者の権利利益を守る！
39



高齢者虐待防止法による定義（第２条）
■高齢者とは
① 65歳以上の者
② 65歳未満の者であって、養介護施設に入所し、その他養介護施設を利用
し、又は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、高齢者
とみなして、養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する規定を適用する。

■高齢者虐待とは
① 養護者による高齢者虐待
② 養介護施設従事者等による高齢者虐待

■養護者・養介護施設従事者等とは
① 養護者
（＊高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外の者）

② 養介護施設従事者等
（＊老人福祉法・介護保険法に定める「養介護施設」「養介護事業」の業務
に従事する者）

3

高齢者虐待防止法に定める
「養介護施設従事者等」の範囲（第20条）

養介護施設 養介護事業
養介護施設
従事者等

老人福祉法
による規定

老人福祉施設

有料老人ホーム（有料老
人ホームに該当するサービス
付き高齢者向け住宅も対象）

老人居宅生活事業
「養介護
施設」又
は「養介
護事業」
の業務に
従事する
者※

介護保険法
による規定

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院
地域密着型介護老人福祉施設

地域包括支援センター

居宅サービス事業

地域密着型サービス事業

居宅介護支援事業

介護予防サービス事業
地域密着型介護予防サービス事業

介護予防支援事業

4

※業務に従事する者には、直接介護サービスを提供しない者（施設長、事務職員
等）や、介護職以外で直接高齢者に関わる他の職種も含みます。
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5

高齢者虐待の種別

■身体的虐待

■介護・世話の放棄・放任

（ネグレクト）

■心理的虐待

■性的虐待

■経済的虐待

6

身体的虐待とは？

（例）
①暴力的行為※
・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。
・ぶつかって転ばせる。
・刃物や器物で外傷を与える。
・入浴時、熱い湯やシャワーをかけてやけどをさせる。
・本人に向けて物を投げつけたりする。など

②本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討せずに高齢者を乱
暴に扱う行為
・医学的診断や介護サービス計画等に位置づけられておらず、身体的苦痛や
病状悪化を招く行為を強要する。

・介護がしやすいように、職員の都合でベッド等へ抑えつける。
・車椅子やベッド等から移動させる際に、必要以上に身体を高く持ち上げる。
・食事の際に、職員の都合で、本人が拒否しているのに口に入れて食べさせ
る。など

③「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれの
ある暴行を加えること。
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7

身体拘束に対する考え方

身体拘束することで・・・

介護保険施設等では利用者本人や他の利用者等の生命や身体を
保護するために「緊急やむを得ない」場合を除いて、身体拘束その他
の行動制限は原則禁止（指定基準等による）

○身体的弊害
・ 関節の拘縮、筋力低下やじょく創の発生
・ 食欲低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下
・ 拘束により無理な立ち上がりによる転倒事故

○精神的弊害
・ 屈辱等の精神的な苦痛からくる人間としての人権侵害
・ 認知症の進行、せん妄の頻発
・ 家族の精神的苦痛、罪悪感

○社会的弊害
・ 施設に対する社会的偏見

が発生

8

身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

① 徘徊しないように、車イスやイス、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵で囲む
④ 点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないよ
うに、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける

⑥ 車イスやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないよう、Y字型抑制帯や腰
ベルト、車イステーブルをつける

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために､ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪ 自分の意思で開けることができない居室等に隔離する

出典：「身体拘束ゼロへの手引」平成１３年：厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」
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緊急やむを得ない場合とは・・

○切迫性
利用者本人または他の利用者等の生命または身

体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと

○非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替す

る介護方法がないこと

○一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであ
ること

9

以上の３つ全てを満たしていることが必要

「緊急やむを得ない場合」でない身体拘束は高齢者虐待
に該当する。

緊急やむを得ない場合の手続き

◯「緊急やむを得ない場合」の判断は、個人で行う
のではなく施設全体として判断することが必要

◯本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理
由、拘束の時間、期間等を十分に説明し同意を求め
ること

◯「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを
常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合
には直ちに解除すること

◯身体拘束の態様及び時間、心身の状況、緊急やむ
を得なかった理由を記録しなければならない

10
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身体的拘束等の適正化を図るための措置
（平成３０年度施行）

◯身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、
その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な
い理由を記録すること

◯身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員
会を３月に１回以上開催するとともに、その結果に
ついて、介護職員その他従業者に周知徹底を図るこ
と

◯身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること

◯介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適
正化のための研修を定期的に実施すること

11

12

介護・世話の放棄・放任とは？
（ネグレクト）

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間
の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を
著しく怠ること。
（例）
① 必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化
させる行為
・入浴しておらず異臭がする、髪・ひげ・爪が伸び放題、汚れのひどい服や破
れた服を着せている等、日常的に著しく不衛生な状態で生活させる。
・褥瘡（床ずれ）ができるなど、体位の調整や栄養管理を怠る。
・おむつが汚れている状態を日常的に放置している。
・健康状態の悪化をきたすほどに水分や栄養補給を怠る。
・健康状態の悪化をきたすような環境（暑すぎる、寒すぎる等）に長時間置か
せる。
・室内にごみが放置されている、鼠やゴキブリがいるなど劣悪な環境に置かせ
る。など
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13

（介護・世話の放棄・放任の例）続き

② 高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為
・医療が必要な状況にも関わらず、受診させない。あるいは救急対応を行わな
い。
・処方通りの服薬をさせない、副作用が生じているのに放置している、処方通
りの治療食を食べさせない。 など

③必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為
・ナースコール等を使用させない、手の届かないところに置く。
・必要なめがね、義歯、補聴器等があっても使用させない。 など

④高齢者の権利を無視した行為又はその行為の放置
・他の利用者に暴力を振るう高齢者に対して、何ら予防的手立てをしていな
い。など

⑤その他職務上の義務を著しく怠ること

14

心理的虐待とは？

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的
な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与
える言動を行うこと。
（例）

①威嚇的な発言、態度

・怒鳴る、罵る。

・「ここ（施設・居宅）にいられなくしてやる」「追い出すぞ」などと言い
脅す。など

②侮辱的な発言、態度

・排せつの失敗や食べこぼしなど老化現象やそれに伴う言動等を嘲笑する。

・日常的にからかったり、「死ね」など侮蔑的なことを言う。

・排せつ介助の際、「臭い」「汚い」などと言う。

・子ども扱いするような呼称で呼ぶ。 など
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15

（心理的虐待の例）続き

③高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度

・「意味もなくコールを押さないで」「なんでこんなことができないの」な
どと言う。

・他の利用者に高齢者や家族の悪口等を言いふらす。

・話しかけ、ナースコール等を無視する。

・高齢者の大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てる。

・高齢者がしたくてもできないことを当てつけにやってみせる（他の利用者
にやらせる）。 など

④高齢者の意欲や自立心を低下させる行為

・トイレを使用できるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視
しておむつを使う。

・自分で食事ができるのに、職員の都合を優先し、本人の意思や状態を無視
して食事の全介助をする。 など

16

（心理的虐待の例）続き

⑥心理的に高齢者を不当に孤立させる行為

・本人の家族に伝えてほしいという訴えを理由なく無視して伝えない。

・理由もなく住所録を取り上げるなど、外部との連絡を遮断する。

・面会者が訪れても、本人の意思や状態を無視して面会させない。 など

⑦その他

・車椅子での移動介助の際に、速いスピードで走らせ恐怖感を与える。

・自分の信仰している宗教に加入するよう強制する。

・入所者の顔に落書きをして、それをカメラ等で撮影し他の職員に見せる。

・本人の意思に反した異性介助を繰り返す。

・浴室脱衣所で、異性の利用者を一緒に着替えさせたりする。 など
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性的虐待とは？

（例）

○ 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為又は
その強要

・性器等に接触したり、キス、性的行為を強要する。

・性的な話しを強要する（無理やり聞かせる、無理やり話させる）。

・わいせつな映像や写真をみせる。

・本人を裸にする、又はわいせつな行為をさせ、映像や写真に撮る。撮影
したものを他人に見せる。

・排せつや着替えの介助がしやすいという目的で、下（上）半身を裸にし
たり、下着のままで放置する。

・人前で排せつをさせたり、おむつ交換をしたりする。またその場面を見
せないための配慮をしない。 など

高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢
者をしてわいせつな行為をさせること。

18

経済的虐待とは？

（例）

○ 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理
由なく制限すること

・事業所に金銭を寄付・贈与するよう強要する。

・金銭・財産等の着服・窃盗等（高齢者のお金を盗む、無断で使う、処分
する、無断流用する、おつりを渡さない）。

・立場を利用して、「お金を貸してほしい」と頼み、借りる。

・日常的に使用するお金を不当に制限する、生活に必要なお金を渡さな
い。

など

本人の合意なしに財産や金銭を使用したり、本
人の希望する金銭の使用を理由なく制限したりす
ること。

47
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高齢者虐待の早期発見について

• 高齢者虐待を発見しやすい者に早期発見の
努力義務

→養介護施設、病院、保健所等
→養介護施設従事者、医師、保健師、弁護士等

（法第５条）

20

通報の義務

発見者
虐待発生の

場所
虐待の状況

市町村への

通報義務

虐待を発見した
者

養介護施設従事
者等

家庭など養護者によ
る養護が行われて
いる場

養介護施設、養介
護事業

高齢者の生命・身
体に重大な危険が
生じている場合

通報しなければならない
（義務）

上記以外の状態
通報するよう努めなくて
はならない（努力義務）

養介護施設従事
者等

自身が従事する養
介護施設、養介護
事業

虐待の程度にかか
わらず

通報しなければならない
（義務）
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守秘義務との関係

○通報を行うことは、守秘義務には妨げられない
※「虚偽」（虐待の事実がないのに嘘の通報等を行う）や
過失（一般の人から見て虐待があったと「思った」こと
に合理性がない）を除く
（法第２１条第６項）

不利益取扱いの禁止

○通報したことによる不利益な扱い（解雇、降格、
減給など）は禁止（虚偽・過失は除く）
（法第２１条第７項）

養介護施設等従事者等による高齢者虐待

和歌山県における養介護施設従事者等に
よる高齢者虐待について

○虐待があった施設等の種類
平成２０年度 ： 介護老人福祉施設 ： 介護職員

平成２１年度 ： 介護老人保健施設 ： 介護職員

平成２３年度 ： 通所介護 ： 介護職員、看護職員

平成２４年度：特別養護老人ホーム、認知症対応型共同生活介護 ： 介護職員

平成２５年度：特別養護老人ホーム ： 介護職員

平成２６年度：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護

有料老人ホーム ： 介護職員、管理職

平成２７年度：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護

： 介護職員、経営者

平成２８年度：特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム

： 介護職員、管理職

平成２９年度：介護老人保健施設、有料老人ホーム ：介護職員、管理職
22

Ｈ20
年度

Ｈ21
年度

Ｈ22
年度

Ｈ23
年度

Ｈ24
年度

Ｈ25
年度

Ｈ26
年度

Ｈ27
年度

Ｈ28
年度

Ｈ29
年度

相談通報件数 ８ ４ ６ ９ ９ １１ １８ １８ ２７ １６

うち虐待を受けた
と判断された件数

１ １ ０ ２ ２ １ ４ ４ ３ ２

被虐待者数 ３ １ ０ １５ ９ １ ５ ５１ ３ ６
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虐待の事実が認められた事例の施設・事業所の種別

平成２９年度厚生労働省調査より
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の種別

平成２９年度厚生労働省調査より

人

※１人の被虐待高齢者に対し複数の種別がある場合、 それぞれの該当
項目に重複して計上されるため、 合計人数は被虐待高齢者の総数854
人と一致しない。
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身体的虐待に該当する身体拘束の有無

平成２９年度厚生労働省調査より
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虐待を行った養介護施設従事者の年齢

平成２９年度厚生労働省調査より
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虐待を行った養介護施設従事者の職種

平成２９年度厚生労働省調査より
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虐待の発生要因

平成２９年度厚生労働省調査より
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景要因

出典「介護現場のための高齢者虐待防止教育システム」(認知症介護研究・研修仙台センター）

29

「不適切なケア」を底辺とする「高齢者虐待」の図

「介護現場のための高齢者虐待防止教育システム」(認知症介護研究・研修仙台センター）より抜粋

顕在化した虐待

不適切なケア

意図的虐待

「緊急やむを得ない」
場合以外の

身体拘束

非意図的虐待

グ
レ
ー
ゾ
ー
ン

蓄積・ｴｽｶﾚｰﾄ
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では、定義にあてはまらない場合は、

対応する必要はないでしょうか？
?!

利用者が同じことを繰り返
し訴えると、無視したり、
「ちょっと待って！」等強
い口調で答える。

自力で食事摂取が可能だが、
時間がかかる利用者に対し
て、時間の節約のため職員が
すべて介助してしまう。

一斉介護のスケジュール
があるからという理由
で、利用者の臥床、離
床、起床等を半強制的に
行う。

利用者に口頭で何度か入浴
を促したが拒否されたの
で、その後は誘うことな
く、1ヶ月ほど入浴していな
い。

「高齢者虐待」を考えるための視点①

× 法律の定義にあてはまらない場合、対応は必要ない

◎ 「高齢者が他者から不適切な扱いにより権利利益

を侵害される状態や生命・健康生活が損なわれ

るような状態におかれること」

法の規定からは虐待
にあたるか判断しが
たくとも、同様に防
止・対応をはかるこ
とが必要

「高齢者虐待」を考えるための視点②

「虐待している」「虐待されている」と
いう自覚がなくても、虐待の場合が
ある。

自覚の有無で判断されるわけでは
ない。

32
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養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止
（高齢者虐待防止法第２０条）

研修の実施、苦情処理体制の整備、その他防止の
ための措置を講ずることが求められる。

１）管理職・職員の研修、資質向上

① 各施設内で職員への法制度、介護技術、認知症への理解を深めるため
の研修

② 職員のストレス対策（メンタルヘルスに配慮した職員面談、怒りの感
情のコントロール等を含むストレスマネジメントに関する研修）

③ 虐待事案が発生した場合の迅速な報告体制の整備
（施設等にとってマイナスと思われる事案が発生した場合、上司等から
の叱責を従事者等が恐れて隠蔽するのではなく、迅速に報告がなされ
るような風通しの良い組織づくり等）

※管理職が中心となって、組織全体としての意識醸成、取組の推進が重要

34

２）情報公開

養介護施設等に第三者である外部の目（地域住民等との積極的な交流
等）を積極的に入れることが有効

３）苦情処理体制

・施設長等の責任の下、運用されているかどうか適切に把握

・サービスの質を向上させるため、利用者等に継続して相談窓口の周知
を図り、苦情処理のための取組を効果的なものとしていくことも大切

４）組織的運営の改善

・研修、苦情処理及び内部監査を含めた業務管理体制を自主的に点検
し、必要に応じて体制を見直し、運用を改善する必要がある。

・「ヒヤリハット報告書」を活用し、組織内リスク要因の洗い出しに努
めることも有効です。

・事故やヒヤリハットを個人の責任としない組織風土を作り、認知症高
齢者等への対応で苦慮している養介護施設従事者等に対し、ケア能力
や対応スキルが低いという指摘だけで終わることなく、ねぎらいの言
葉をかける教育・指導方法も検討
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高齢者虐待防止のために

●施設従事者のための自己チェックリスト

●管理者・経営者のための自己チェックリスト

県長寿社会課ホームページ内に掲載

（解説あり）

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/040300/kourei
syagyakutai/gyakutaicheck.html

36

＊認知症介護研究・研修仙台センターに係る資料は以下より入手可
認知症介護研究・研修センターホームページ
「認知症介護情報ネットワーク」（ＤＣｎｅｔ）
http://www.dcnet.gr.jp
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和歌山県

高齢者施設における防災・減災対策について
－水害・土砂災害・津波災害への備え－

②災害毎の規定

下記の法令等で対象となる要配慮者利用施設については、それぞれの災害毎に避難確保計画を策定
することとなっています。

避難確保計画の作成

要配慮者利用施設については、各法令等において避難計画を策定することとなっています。
避難計画を策定・変更した場合、遅滞なく市町村長あて報告することとなっています。

①施設毎の規定

対象とする
災害

法令等 対象となる施設
計画策定に
関する記載

洪水
水防法

第15条の3
浸水想定区域内かつ市町村

地域防災計画に定められたもの
計画を作成

しなければならない

土砂災害
土砂災害防止法
第8条の2

土砂災害警戒区域内かつ市町村
地域防災計画に定められたもの

計画を作成
しなければならない

津波災害
津波防災地域づくり
に関する法律
第71条

津波災害警戒区域内かつ市町村
地域防災計画に定められたもの

計画を作成
しなければならない

要配慮者利用施設における避難計画の策定に関する規定は、①施設毎の規定と、②災害毎の規定があります。
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避難確保計画の作成の必要性

・水防法に基づき地域防災計画に位置づけられている全国の要配慮者利用施設
（67,901施設）のうち、計画作成済施設は24,234施設（約35.7％）です。
・うち和歌山県内の要配慮者利用施設（1,140施設）の計画作成済施設は
548施設（約48.1%）です。 （平成31年3月末時点 国土交通省まとめ）

国土交通省では、2021年度（令和3年度）までに作成率を100％とし、逃げ遅れ
による人的被害ゼロの実現を目指しています。

■要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）は、
一般的な住民に比較して、避難等に多くの時間を要する可能性があります。
近年の風水害の被災事例でも、社会福祉施設の逃げ遅れによる被害が報告されてい
ます。

■「水害時の適切な避難判断」には「平常時にどこまでイメージできているか」が
大切な備えとなります。

■水害時に起こりうる状況をイメージするためには、今回の水防法改正による要配慮
者利用施設の所有者等の作成の義務化をきっかけとして、
自施設や周辺のリスクについて理解を深めることが第一歩となります。

■その上で「どこに」「いつ」「どうやって」避難するかを検討し、避難確保計画と
して整理しておくことが、逃げ遅れによる被害の回避の助けとなります。

２．土砂災害リスクに関するもの

(1)土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

土砂災害が発生した場合に、住民や建物に大きな被害が生じるおそれがある区域

(2)土砂災害ハザードマップ

市町村が土砂災害警戒区域等や避難場所や避難経路を記載したもの

施設の災害リスクの確認

１．水害リスクに関するもの

(1)洪水浸水想定区域図

河川の氾濫により浸水が想定される区域および水深を示した図

(2)洪水ハザードマップ

河川ごとの洪水浸水想定区域図をもとに、市町村が避難場所などの各種情報を記載したもの

３．津波災害リスクに関するもの

(1)津波災害警戒区域

津波災害が発生した場合に備え、警戒避難体制を特に整備すべき区域を示したもの

(2)津波浸水想定図

津波が悪条件下において発生した場合に想定される浸水の区域（浸水域）と水深（浸水深）を表したもので、
和歌山県では南海トラフの巨大地震と東海・東南海・南海３連動地震の２つの浸水想定を公表

(3)津波災害ハザードマップ

市町が津波浸水想定区域や避難場所、避難経路を記載したもの

施設の立地場所には、どのような危険があるか確認
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水害リスクの確認
『洪水浸水想定区域図』を確認する方法

紀の川

橋本川

和田川

亀の川
日方川

加茂川

貴志川

有田川

山田川

広川

日高川

印南川

切目川

南部川

左会津川

富田川

日置川

周参見川 古座川

太田川

那智川

熊野川

洪水浸水想定区域図とは
洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、対象とする河川が大雨によって

氾濫した場合に、その氾濫水により浸水が想定される区域および水深を示した図

市町村名 対象河川
和歌山市 紀の川、和田川、亀の川
海南市 亀の川、日方川、加茂川
橋本市 紀の川、橋本川
有田市 有田川
御坊市 日高川
田辺市 熊野川、左会津川
新宮市 熊野川、市田川
紀の川市 紀の川、貴志川
岩出市 紀の川、貴志川
紀美野町 －
かつらぎ町 紀の川
九度山町 紀の川
高野町 －
湯浅町 有田川、山田川、広川
広川町 広川
有田川町 有田川
美浜町 日高川
日高町 －
由良町 －
印南町 印南川、切目川
みなべ町 南部川
日高川町 日高川
白浜町 富田川、日置川
上富田町 富田川
すさみ町 周参見川
那智勝浦町 太田川、那智川
太地町 －
古座川町 古座川
北山村 －
串本町 古座川

熊野川（下流）

国土交通省管理

和歌山県管理

市田川

水害リスクの確認
『洪水浸水想定区域図』を確認する方法

和歌山県河川課ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/index.html

対象河川をクリック
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住民の避難訓練状況
（沖縄県浦添市）

土砂災害ハザードマップの作成・
配布（茨城県鉾田市）

●情報伝達・警戒避難体制の整備【市町村等】
市町村地域防災計画において、土砂災害警戒区域ごとに、土砂
災害に関する情報収集・伝達等その他警戒避難体制に関する事
項について定める。

●ハザードマップの配布【市町村等】
警戒避難を確保する上で必要な事項を住民に周知させるため、
避難地や情報伝達手段等を記載したハザードマップなどの配布
等必要な措置を講じる。

建築物の移転等の勧告

○ ×

●特定開発行為に対する許可制【都道府県】
住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校、医療施設の建築のため
の行為は、基準に従ったものに 限って許可される。

●建築物の構造規制【都道府県または市町村】
居室を有する建築物は、安全性を確保できる構造となってい
るかどうか、建築確認がされる。

●建築物の移転等の勧告【都道府県】
住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれが大きい
と認めるときは、建築物の所有者等に対し、移転等の勧告の
制度がある。

建築物の構造規制特定開発行為に対する許可制

土砂災害特別警戒区域

○土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危
害が生じるおそれがある区域を指定

○土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の
生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域を指定

土砂災害警戒区域

●土砂災害が起きそうな場所を

と に分けて

みなさんにお知らせしています！

急傾斜地の崩壊 土石流 地すべり

土砂災害リスクの確認
土砂災害の恐れのある場所について【土砂災害警戒区域等の指定】

＜国交省より引用一部加工＞

土砂災害リスクの確認
土砂災害の恐れのある場所について【土砂災害警戒区域等の指定】

市町村名 状況
和歌山市 調査完了
海南市 調査中
橋本市 調査中
有田市 調査中
御坊市 調査中
田辺市 調査中
新宮市 調査完了
紀の川市 調査中
岩出市 指定完了
紀美野町 調査中
かつらぎ町 調査中
九度山町 調査中
高野町 調査中
湯浅町 指定完了
広川町 調査中
有田川町 調査中
美浜町 指定完了
日高町 指定完了
由良町 調査中
印南町 調査中
みなべ町 調査中
日高川町 調査中
白浜町 調査中
上富田町 指定完了
すさみ町 指定完了
那智勝浦町 調査完了
太地町 指定完了
古座川町 調査完了
北山村 指定完了
串本町 指定完了60



土砂災害リスクの確認
「土砂災害警戒区域等」を確認する方法【わかやま土砂災害マップ】

和歌山県砂防課ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080600/top.html

土砂災害の危険性
がある区域

土砂災害のおそれのある場所を知る（ハザードマップ）

土砂災害リスクの確認

土砂災害ハザードマップとは 地域ごとに土砂災害が起きそうな危険な区域や避難場所が確認できます。

＜国交省より引用一部加工＞
岩出市ハザードマップ http://www.city.iwade.lg.jp/soumu/bousai/bousai-manual.html61



「津波災害警戒区域」を確認する方法

津波災害リスクの確認

和歌山県港湾漁港整備課津波堤防整備室ホームページ
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/082500/tsunami_keikai.html

「津波災害警戒区域」を確認する方法

津波災害リスクの確認

海南市

有田市

湯浅町

広川町

由良町

日高町

美浜町

御坊市

印南町

みなべ町

田辺市

白浜町

すさみ町

串本町

那智勝浦町

新宮市

日高川町

古座川町

太地町

指定市町村

海南市

有田市

湯浅町

広川町

由良町

日高町

日高川町

美浜町

御坊市

印南町

みなべ町

田辺市

白浜町

すさみ町

串本町

古座川町

那智勝浦町

太地町

新宮市
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各区域を確認する方法

災害リスクの確認

洪水（洪水浸水想定区域）

土砂災害（土砂災害警戒区域）

津波災害（津波災害警戒区域）

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080400/soutei/soutei.html

http://sabomap.pref.wakayama.jp

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/082500/tsunami_keikai.html

各区域については、和歌山県ホームページで確認できます。

http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html#tebiki

避難確保計画作成の手引きについては、国土交通省ホームページで確認できます。

既存の計画（消防計画等）に必要な項目（洪水時等の避難確保計画等の項目）を追加することでも対応可能です。

避難確保計画の作成

国土交通省ホームページより

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo/keikaihinan.html
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携帯電話等を用いた情報収集

各種情報の収集

１ 防災わかやまメール配信サービス

和歌山県では「防災わかやまメール配信サービス」にて、様々な防災情報を
配信
気象庁が発表する警報・注意報に加え、市町村の避難勧告等の発令や避難所

の開閉設情報、地震・津波情報、ダムの放流や河川の水位情報など幅広く提供
（配信は、和歌山県で情報を取得した直後にリアルタイムに送信）

２ スマートフォン用アプリ「和歌山県防災ナビ」

大規模災害時に的確な避難を促進するため、防災ポータルアプリを提供

①避難先検索（避難先の安全レベルを三段階の☆で表示）

②防災情報が自動的に送られてくるプッシュ通知

③家族等が避難した場所の確認

④避難トレーニング

⑤河川水位や土砂災害危険度情報等をリアルタイムで表示

ダウンロード及び
利用料無料
（通信料別途）

下記アドレスに空メールを送ると、登録用のＵＲＬの送付があります。
必要な情報を登録して配信を受けてください。
空メールのアドレス：regist@bousai.pref.wakayama.lg.jp

「防災わかやま」からの災害関連情報の収集

各種情報の収集

・防災わかやま

「防災わかやま」では、各市町村や防災関係機関の報告を速報として提供する「災害
情報」、ハザードマップや災害情報を地図上で表示する「防災ＧＩＳ」にて詳細な情報
を提供

市町村ごとに表示するため、避難や被害の
状況などを詳細に知ることが可能
また、確定情報として、マスコミ等へ提供

する「報道資料提供」があり、情報収集現在
の時刻で集計した情報を公表

県ホームページトップ
画面より「防災わかやま」
に展開します。

「わかやま防災・緊急情報」として、報道発表資料
を掲載します。被害状況や災害対策の状況、支援状況
など時点の情報をまとめて発表

＜報道資料提供＞
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「防災わかやま」からの災害関連情報の収集

各種情報の収集

各種情報の収集

あんぜん情報２４時

18

テレビからの災害関連情報の収集
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災害種別毎の問い合わせ先
県土整備部 河川・下水道局
河川課（洪水） ０７３－４４１－３０７４
砂防課（土砂災害） ０７３－４４１－３１７２

県土整備部 港湾漁港整備課
津波堤防整備室（津波災害） ０７３－４４１－３１６５

最後に
和歌山県庁における各種問い合わせ先

防災の取り組みに関する問い合わせ先
総務部 危機管理局
防災企画課 ０７３－４４１－２２７１
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よくある指摘事項
項目 指摘内容

理事 選任において、社会福祉法第４４条第４項に基づき「社会福祉事
業の経営に関する識見を有する者」「当該社会福祉法人が行う事
業の区域における福祉に関する実情に通じている者」「当該社会
福祉法人が施設を設置している場合にあっては当該施設の管理
者」を含まなければならないが、その選任理由を書面で確認でき
ない。

監事 選任において、社会福祉法第４４条第５項に基づき、「社会福祉事
業について識見を有する者」「財務管理について識見を有する者」
を含まなければならないが、その選任理由を書面で確認できない。

評議員会 評議員会の日時及び場所等が理事会の決議において定めていな
い。また、開催通知を評議員会の１週間前までに、評議員に通知
していない。

内部規程 経理規程について、規定通りに行っていない。

役員報酬
等

理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準を定めていない。ま
た、評議員会において決議されていない。

社会福祉法人の現況報告書等の集約結果

WAM NET
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム
平成30年度の社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにより社会福
祉法人が所轄庁に届出を行った現況報告書等（現況報告書、計算書類及び
社会福祉充実計画）の内容について集約した結果が掲載されています。

自身の法人の経営状況の参考比較として活用してください。

（注意）令和元年度より本システムが改修され、平成30年度までシステ
ム不対応分として紙ベースで提出していただいていた、社会福祉法第
５９条に定める書類（事業報告等）もアップロードしていただけるように
なりました。よって、文書での所轄庁への届出は不要になっています。
来年度も同様ですので、システム入力の際はご注意ください。
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 （
注

１
）

本
軽

減
制

度
は

次
の

１
５

種
類

の
介

護
サ

ー
ビ

ス
が

該
当

し
ま

す
の

で
、

提
供

サ
ー

ビ
ス

名
、

 
 

 
 

軽
減
申

出
サ
ー

ビ
ス
名

の
欄
に

は
Ａ
～

Ｈ
で
ご

記
入
下

さ
い
。

 

  
 

 
 Ａ

 
訪

問
介
護

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

  
  

  
  

 
  

  
Ｉ
 

複
合
型

サ
ー

ビ
ス

 

 
 
 

 
Ｂ

  
通

所
介
護

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Ｊ

 
介

護
福

祉
施

設
サ

ー
ビ
ス
 

 
 
 

 
Ｃ

  
短

期
入
所

生
活

介
護

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Ｋ

 
介

護
予

防
訪

問
介

護
 

 
 
 

 
Ｄ

 
定

期
巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問
介

護
看

護
 

 
 

 
 

 Ｌ
 

介
護
予

防
通

所
介

護
 

 
 
 

 
Ｅ

  
夜

間
対
応

型
訪

問
介

護
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Ｍ

 
介

護
予

防
短

期
入

所
生
活

介
護

 

 
 
 

 
Ｆ

 
認

知
症
対

応
型

通
所

介
護

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Ｎ

 
介

護
予

防
認

知
症

対
応
型

通
所

介
護
 

 
 
 

 
Ｇ

 
小

規
模
多

機
能

型
居

宅
介

護
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Ｏ

 
介

護
予

防
小

規
模

多
機
能

型
居

宅
介

護
 

  
  

  
  

Ｈ
 
地

域
密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施
設

入
所

者
生

活
介

護
  

  
  

  
  

（
注
２

）
軽

減
の

申
し
出

先
は
、
県

知
事
（
担

当
：
長
寿

社
会
課

）
、
及

び
サ

ー
ビ
ス

利
用
者

の
保
険

者
た
る

市

町
村
の

長
（
介

護
保
険

主
管
課

）
と
な

り
ま
す

。
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